
                                                      
 

                   
 

     
 

                                                          
 

                 
 

　
                                 

 

                                         
 

                  

水難事故には気をつけましょう！ 

○水の事故の発生状況　　　　　　　 

　 昨年の夏（７・８月）、佐賀県内でも水の重

大事故に発展したケースもあります。　　 

○水の事故にあわないために！ 

　・遊泳禁止区域では泳がない 

　・天気が悪いときや波が高いとき、増水して 

 　 いるときは近づかない 

　・子供たちだけで海や川に

　　行かない 

  ・浮き輪などを使用する 

 

 

 

 

 

□ 事 件 事 故 は ・ ・ ・ １ １ ０ 

□ 相 談 は ・ ・ ・  ＃ ９ １ １ ０

薬物乱用のない社会を  ～合い言葉はダメ。ゼッタイ～ 

○　薬物情勢 

　令和６年中、佐賀県内での薬物事犯の検挙人員は、 

　　　大 麻 事 犯～検挙人数 36人（前年比±０人） 

      覚醒剤事犯～検挙人数 15人（前年比－７人） 

○主な種類 

大麻・・・乾燥大麻、液状大麻、大麻グミ、大麻クッキーがあります。 

覚醒剤・・・白色の粉末や無色透明の結晶でシャブ、アイス、エス、スピードなど

　　　　　の隠語が使われます。 

○　薬物乱用が心身・社会に及ぼす影響 

  覚醒剤をはじめとする違法薬物は、所持・使用・譲り渡し・譲り

受け等の行為が法律で厳しく禁止されています。 

　これは、薬物乱用に陥ると、本人の心身を台無しにするばかりで

はなく、薬理作用により幻覚や妄想等に襲われ、殺人、強盗、放火等の凶悪な犯罪や重大

な交通事故等を引き起こすおそれがあるからです。 

○薬物に関する問合せ、相談 

　最寄りの警察署、交番、駐在所または警察本部警察相談室 

 （電話0952-26-9110または＃9110） 

　登山の計画書を提出しましょう！！ 

・作成のときに、自分の登山計画を見直すことができ

　ます 

・提出することで、万が一の場合の

　迅速な救助活動につながります 

・家族や関係者の安心につながりま

　す 

・QRコードからの提出もできます 

　少年の非行・被害防止 
～７月は「青少年の非行・被害防止全国強調
月間」です！～ 
　子どもたちを守るために、家庭や学校、警
察のほか、地域や社会全体で協力・連携して、
非行や犯罪被害防止に向けた環境づくりを目
指しましょう！ 
　警察では、非行・被害など少年に関する悩
みごとや困りごとに関する相談を受け付けて
います。 

《佐賀県警察少年サポートセンター》 
 
  ヤングテレホン（平日　8:30～17:15） 
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